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令和７年第２回足寄町議会臨時会議事録（第１号） 

令和７年２月２０日（木曜日）     

 

◎出席議員（１２名） 

   １番 早瀬川   恵 君  ２番 井 脇 昌 美 君 

   ３番 榊 原 深 雪 君  ４番 矢 野 利惠子 君 

   ５番 田 利 正 文 君  ６番 髙 橋 健 一 君 

   ７番 木 村 明 雄 君  ８番 細 川   勉 君 

   ９番 川 上 修 一 君 １０番 進 藤 晴 子 君 

  １２番 二 川   靖 君 １３番 髙 橋 秀 樹 君 

 

◎欠席議員（１名） 

  １１番 多治見 亮 一 君 

 

◎法第１２１条の規定による説明のための出席者 

足 寄 町 長              渡 辺 俊 一 君 

足寄町教育委員会教育長              東海林 弘 哉 君 

 

◎足寄町長の委任を受けて説明のため出席した者 

副    町    長   丸 山 晃 徳 君 

総 務 課 長              保 多 紀 江 君 

福 祉 課 長              森 岡 彰 寿 君 

住 民 課 長              金 澤 眞 澄 君 

経 済 課 長              佐々木 康 仁 君 

建 設 課 長              松 野   孝 君 

国民健康保険病院事務長              川 島 英 明 君 

 

◎教育委員会教育長の委任を受けて説明のため出席した者 

教 育 次 長              丸 山 一 人 君 

 

◎職務のため出席した議会事務局職員 

事 務 局 長              横 田 晋 一 君 

事 務 局 次 長              鈴 木 研 司 君 

総 務 担 当 主 査   飯 野 真 有 君 
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◎議事日程 

 日程第 １  会議録署名議員の指名＜Ｐ３＞ 

 日程第 ２  会期の決定＜Ｐ４＞ 

 日程第 ３  行政報告（町長）＜Ｐ４～Ｐ５＞ 

 日程第 ４  報告承認第３号       専決処分の承認を求めることについて〔令和６年度足寄町

一般会計補正予算(第１４号)〕＜Ｐ５＞ 

 日程第 ５  議 案 第 ３ 号       足寄町公の施設に係る指定管理者の指定について（足寄町

障害者地域生活支援センター）＜Ｐ５～Ｐ７＞ 

 日程第 ６  議 案 第 ４ 号       足寄町公の施設に係る指定管理者の指定について（足寄町

営大規模草地育成牧場）＜Ｐ７～Ｐ１２＞ 

 日程第 ７  議 案 第 ５ 号       足寄町公の施設に係る指定管理者の指定について（足寄動

物化石博物館）＜Ｐ１２～Ｐ１４＞ 

 日程第 ８  議 案 第 ６ 号       令和６年度足寄町一般会計補正予算（第１５号）＜Ｐ１４

～Ｐ１５＞ 

 日程第 ９  議 案 第 ７ 号       令和６年度足寄町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

４号）＜Ｐ１５～Ｐ１６＞ 

 日程第１０  議 案 第 ８ 号       令和６年度足寄町簡易水道特別会計補正予算（第３号）＜

Ｐ１６～Ｐ１７＞ 

 日程第１１  議 案 第 ９ 号       令和６年度足寄町介護保険特別会計補正予算（第３号）＜

Ｐ１７＞ 

 日程第１２  議案第１０号       令和６年度足寄町介護サービス事業特別会計補正予算（第

６号）＜Ｐ１７～Ｐ１８＞ 

 日程第１３  議案第１１号       令和６年度足寄町資源ごみ処理等事業特別会計補正予算

（第４号）＜Ｐ１８～Ｐ１９＞ 

 日程第１４  議案第１２号       令和６年度足寄町上水道事業会計補正予算（第２号）＜Ｐ

１９～Ｐ２０＞ 

 日程第１５  議案第１３号       令和６年度足寄町下水道事業会計補正予算（第４号）＜Ｐ

２０＞ 

 日程第１６  議案第１４号       令和６年度足寄町国民健康保険病院事業会計補正予算（第

３号）＜Ｐ２０～Ｐ２１＞ 
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午前１０時００分 開会 

 

◎ 開会宣告 

○議長（髙橋秀樹君） おはようございま

す。 

 １１番 多治見亮一君の欠席です。 

 ただいまから、令和７年第２回足寄町議

会臨時会を開会いたします。 

 

◎ 町長挨拶 

○議長（髙橋秀樹君） 町長 渡辺俊一君

から、招集の挨拶があります。 

 町長 渡辺俊一君。 

○町長（渡辺俊一君） 議長のお許しを頂

きましたので、令和７年第２回臨時会の招

集に当たりまして、一言御挨拶を申し上げ

ます。 

 １月の第１回臨時会の挨拶では、今年は

極端な雪不足ということでお話をさせてい

ただいた記憶がございます。この冬は本当

に雪がなく過ぎてしまうのかなと、こう

思ったところでありますけれども、２月３

日の夜から４日の昼頃までにかけて記録的

な大雪がございました。 

 後ほど大雪に関する行政報告をさせてい

ただくところではありますけれども、足寄

町にあるアメダスには積雪深を計測するこ

とができませんので、正確な降雪量という

のは分かりませんけれども、私の感覚でい

きますと、８０センチ以上は降っていたの

ではないかなと思っております。 

 朝、役場に来て、役場の前の雪が膝上ぐ

らいまであった雪を除雪をみんなでしたの

ですけれども、お昼頃にはまた同じぐらい

の雪が降っていたということを考えます

と、場所によっていろいろ変わりますけれ

ども、足寄町でも８０センチ以上は降って

いた、場所によってもっと降っていたとこ

ろもあるのかもしれませんけれども、そう

いった大雪が降ったのかなと思っておりま

す。 

 １日でこれだけの大雪が降るというの

は、なかなか記憶にないところでございま

して、町民の皆様も除雪に大変苦労された

のかなと考えております。これも気候変動

の影響などもあるのかと考えているところ

であります。 

 さて、本日御審議いただく議案でござい

ますけれども、専決処分に伴います報告承

認１件と、公の施設に係る指定管理者の指

定などの議案１２件を予定してございま

す。 

 御審議賜りますようお願い申し上げまし

て、御挨拶とさせていただきます。 

 今日はよろしくお願いいたします。 

 

◎ 開議宣告 

○議長（髙橋秀樹君） これから、本日の

会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとお

りです。 

 

◎ 会議録署名議員の指名 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、足寄町議会総合条例

第１８４条の規定によって、８番細川勉

君、９番川上修一君を指名いたします。 

 

◎ 議運結果報告 

○議長（髙橋秀樹君） 議会運営委員会委

員長から、会議の結果の報告を願います。 

 議会運営委員会委員長 進藤晴子君。 

○１０番（進藤晴子君） 本日開催されま

した第２回臨時会に伴う議会運営委員会の

協議の結果を報告いたします。 

 会期は本日１日間であります。 

 本日は最初に、町長から行政報告を受け

ます。 

 次に、報告承認第３号と、議案第３号か

ら議案第１４号までを即決で審議いたしま

す。 

 以上で、議会運営委員会の協議の結果の

報告を終わらせていただきます。 
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 なお、本会議終了後、議場において全員

協議会を行いますので、よろしくお願いい

たします。 

○議長（髙橋秀樹君） これにて、議会運

営委員会委員長の報告を終わります。 

 

◎ 会期決定 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第２ 会期決

定の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 本臨時会の会期は、本日１日間にしたい

と思います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、会期は本日１日間に決定い

たしました。 

 

◎ 行政報告 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第３ 行政報

告を行います。 

 町長から行政報告の申出がありましたの

で、これを許します。 

 町長 渡辺俊一君。 

○町長（渡辺俊一君） 議長のお許しをい

ただきましたので、行政報告を申し上げま

す。 

 ２月３日から４日にかけての大雪に関す

る対応について御報告いたします。 

 ２月３日から４日にかけて、低気圧が急

速に発達しながら、日本海を北東に進んで

北海道へ近づくとともに、三陸沖で発生し

た別の低気圧が前線を伴い日本の東を北東

に進んだ影響により、十勝地方で３日夜遅

くから４日昼前にかけて強い雪が降り、帯

広市では４日午前９時までの１２時間降雪

量が統計開始以来最多となる１２０センチ

を記録しました。 

 足寄町内の降雪量につきましては、観測

地点がないため把握できておりませんが、

隣町の本別町では、４日午後６時までの２

４時間降雪量が１１６センチを記録してお

ります。 

 本町の対応についてですが、３日時点の

気象情報により、警報級の大雪となること

が見込まれたことから、４日の患者輸送車

とスクールバスの運休、小中学校の休校、

へき地保育所の休所を決定し、町内全域の

除雪作業については、４日の午前３時から

行うこととしました。 

 ４日当日は、建設課車両室及び委託業者

７社の車両１７台で除雪作業を進めました

が、記録的な大雪となったため対応しきれ

ず、朝の時点で市街地コミュニティバスを

運休、銀河の湯あしょろを休館、ごみ収集

を翌日に変更したほか、昼過ぎには翌５日

の患者輸送車とスクールバスの運休、小中

学校の休校、へき地保育所の休所を決定し

ました。 

 また、福祉課において支援を行っている

独居高齢者及び高齢者のみの世帯に対して

電話による状況確認を行ったほか、福祉課

が定めた避難行動要支援者の要件に該当す

る独居の方の住宅の状況確認等を行ってお

ります。 

 ５日につきましては、午前３時から再び

町内全域の除雪作業を行い、最低限の道路

交通は確保しましたが、道路幅が十分確保

できていない町道路線が多くあったことか

ら、６日から順次、拡幅のための排雪作業

を実施しております。 

 なお、迅速な除雪作業に必要な自動車借

上料６４６万４,０００円につきまして、２

月１０日付で補正予算の専決処分をさせて

いただきました。 

 現時点で把握している大雪の被害としま

しては、農業関係でビニールハウス２棟の

全壊となっております。 

 早期に安全な道路交通確保等を図るた

め、引き続き除排雪作業を進めてまいりま

すので、御理解を賜りますようお願い申し

上げ、行政報告といたします。 

○議長（髙橋秀樹君） これで、行政報告
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を終わります。 

 

◎ 報告承認第３号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第４ 報告承

認第３号専決処分の承認を求めることにつ

いて、令和６年度足寄町一般会計補正予算

（第１４号）の件を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 総務課長 保多紀江君。 

○総務課長（保多紀江君） ただいま議題

となりました、報告承認第３号専決処分の

承認を求めることについて、提案理由の御

説明を申し上げます。 

 １ページをお願いいたします。 

 令和６年度足寄町一般会計補正予算（第

１４号）について、地方自治法第１７９条

第１項の規定により、下記のとおり、令和

７年２月１０日付で専決処分をいたしまし

たので、同条第３項の規定により、これを

御報告し、御承認をお願いするものでござ

います。 

 専決処分の理由でございますが、令和７

年２月３日から４日にかけての大雪により

まして、早急に町道等の排雪作業を行うた

めの予算の補正をする必要が生じました

が、議会を招集する時間的余裕がありませ

んでしたので、専決処分をしたものでござ

います。 

 専決処分をした内容について、御説明申

し上げます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 令和６年度足寄町一般会計補正予算（第

１４号）。 

 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞ

れ６４６万４,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１０６億８,

１６９万６,０００円とするものでございま

す。 

 歳出から申し上げますので、１１ページ

をお願いいたします。 

 中段になりますが、第８款土木費、第２

項道路橋梁費、第１目道路維持費におきま

して、自動車借上料といたしまして、６４

６万４,０００円を計上いたしました。 

 次に、歳入について申し上げます。 

 上段を御覧ください。第１９款繰入金に

おきまして、６４６万円の財政調整基金の

繰入金を計上いたしました。 

 以上、提案理由の説明とさせていただき

ますので、御審議のほどよろしくお願い申

し上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、報告承認第３号専決処分の承

認を求めることについて、令和６年度足寄

町一般会計補正予算（第１４号）の件を採

決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、報告承認第３号専決処分の

承認を求めることについて、令和６年度足

寄町一般会計補正予算（第１４号）の件

は、原案のとおり承認されました。 

 

◎ 議案第３号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第５ 議案第

３号足寄町公の施設に係る指定管理者の指

定についての件を議題とします。 
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 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 福祉課長 森岡彰寿君。 

○福祉課長（森岡彰寿君） ただいま議題

となりました、議案第３号足寄町公の施設

に係る指定管理者の指定について、提案理

由の御説明を申し上げます。 

 議案書の１３ページをお開き願います。 

 足寄町公の施設に係る指定管理者の指定

手続等に関する条例第７条第１項の規定に

基づき、次のとおり指定管理者を指定する

ため、地方自治法第２４４条の２第６項の

規定により、議会の議決を求めるものでご

ざいます。 

 １、公の施設の名称。足寄町障害者地域

生活支援センター。 

 ２、指定管理者となる団体の名称。住

所、足寄町旭町１丁目３８番地。団体名、

特定非営利活動法人ママサポートえぷろ

ん。代表者、理事長 帯谷昭子氏でござい

ます。 

 ３、指定期間につきましては、令和７年

４月１日から令和１２年３月３１日までで

ございます。 

 次に、指定管理者の選定経過等について

御説明申し上げます。 

 当該施設は、福祉ホーム及び基幹相談支

援センターなどの二つの機能を有している

複合施設であります。現在、施設の管理運

営は、令和３年度に締結しました指定管理

者基本協定に基づき行っておりますが、本

協定が本年３月で満了を迎えるため、今回

の指定管理を行おうとするものでございま

す。 

 指定管理者の選定理由につきましては、

一点目として、特定非営利活動法人ママサ

ポートえぷろんは、地域で暮らす高齢者、

障害者など援助を必要とする人々が、当た

り前の生活を送るために必要な支援活動を

行うことで、公共の福祉の増進に寄与する

ことを目的として設立されたＮＰＯ法人

で、これまで町からの受託事業において

も、中立公平に取り組んでおり、利用者の

平等利用を確保し、公平公正なサービスの

提供を図ることができる。 

 二点目として、町の障害者相談支援業務

を受託し、指定特定相談支援事業者とし

て、障害者の相談支援業務を行っているほ

か、福祉ホーム事業、日中一時支援事業、

移動支援事業等の障害福祉サービス事業や

介護保険サービス事業を行っていることか

ら、町内の福祉サービスに係る事情を熟知

しており、足寄町役場福祉課と一体的に施

設の効用を最大限に発揮できる。 

 三点目として、社会福祉士、精神保健福

祉士、介護福祉士、相談支援専門員等の運

営に必要不可欠な資格を有する職員等を確

保しており、施設の運営について積極的に

取り組む姿勢がある。 

 四点目として、これまでの町からの受託

事業における実績から見て、経営状況、財

務状況ともに問題ないことから、これから

も同様の施設運営が期待できるところでご

ざいます。 

 管理を行わせる期間につきましては、本

年度までの協定は３年間としておりました

が、令和４年度から当該施設の指定管理を

受託した実績と安定的な施設運営に資する

ため、令和７年度から令和１１年度までの

５年間が適当と判断したところでございま

す。 

 管理経費につきましては、５年間の合計

で１億２,３９１万４,３００円の提案をい

ただいております。 

 なお、指定管理者選考委員会は、足寄町

副町長を委員長とした６名の選定委員の出

席をもって、令和７年１月１５日に第１回

目を開催し、募集基準の審査を行い、令和

７年２月５日に第２回目を開催し、選定基

準に照らし、総合的に審査した結果、特定

非営利活動法人ママサポートえぷろんが指

定管理者の候補として選定されたところで

ございます。 

 次に、資料として添付しております基本
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協定書案の概要について御説明申し上げま

す。 

 議案書１６ページをお開きください。 

 第１章の総則では、本協定の目的、指定

管理者の指定の意義、指定期間などを規定

しております。 

 １７ページ、第２章では業務の範囲と実

施条件を、１８ページ、第３章では本業務

の実施等について、２０ページ、第４章で

は備品等の扱い、２１ページ、第５章では

事業計画等について、２２ページ、第６章

では指定管理料及び利用料等を規定し、第

７章以降においては、その他協定に必要な

項目について規定しております。 

 ２９ページ以降は、管理物件、リスク分

担表、個人情報取扱特記事項を規定し、最

後に仕様書を添付させていただいておりま

す。 

 以上で、提案理由の説明とさせていただ

きますので、御審議のほど、よろしくお願

い申し上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 １０番。 

○１０番（進藤晴子君） 御質問します。 

 約１億２,０００万円ちょっとと、これは

５年間の指定管理料をママサポートえぷろ

んのほうから提示があったということでよ

ろしいですか。 

 はい、分かりました。 

 今までの３年間と、この金額が上がって

いるのか下がっているのか、そのちょっと

比較を教えていただきたいのですが。 

○議長（髙橋秀樹君） 森岡福祉課長、答

弁。 

○福祉課長（森岡彰寿君） お答えいたし

ます。 

 指定管理料につきましては、単年度の部

分で比較しますと年間約５０万円ほど増額

となっております。ここについては人件費

の増加分と考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） 他に質疑はござい

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第３号足寄町公の施設に

係る指定管理者の指定についての件を採決

します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第３号足寄町公の施設

に係る指定管理者の指定についての件は、

原案のとおり可決されました。 

 

◎ 議案第４号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第６ 議案第

４号足寄町公の施設に係る指定管理者の指

定についての件を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 経済課長 佐々木康仁君。 

○経済課長（佐々木康仁君） ただいま議

題となりました、議案第４号足寄町公の施

設に係る指定管理者の指定について、提案

理由の御説明を申し上げます。 

 議案書４９ページをお開きください。 

 足寄町公の施設に係る指定管理者の指定

手続等に関する条例第７条第１項の規定に

基づき、次のとおり指定管理者を指定する

ため、地方自治法第２４４条の２第６項の

規定により、議会の議決を求めるものでご
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ざいます。 

 １、公の施設の名称は、足寄町営大規模

草地育成牧場でございます。 

 ２、指定管理者となる団体の名称につい

て申し上げます。住所は、足寄町南３条１

丁目１８番地。指定管理者となる団体は、

足寄町農業協同組合です。代表者は、代表

理事組合長の新津賀庸氏でございます。 

 ３、指定期間は、令和７年４月１日から

令和１２年３月３１日までとなっておりま

す。 

 次に指定管理者の候補者の選定経過等に

ついて御説明を申し上げます。 

 当該施設は、乳用牛、肉用牛、馬等の家

畜を農家に代わって育成する受託業務を

担っておりまして、農家の労働力及び飼料

確保の負担軽減を図り、町内畜産農家の経

営安定化に寄与する支援拠点でございま

す。 

 現在、施設の管理運営は、令和２年度に

締結しました指定管理者基本協定書に基づ

き、足寄町農業協同組合を指定管理者とし

て行っておりますが、本協定が本年３月で

満了を迎えるため、今回の指定管理を行お

うとするものでございます。 

 指定管理者の選定理由につきましては、

まず一点目といたしまして、足寄町農業協

同組合は、本町の農業団体として利用者の

畜産農家等の平等利用の確保及びサービス

の向上が図られることでございます。 

 二点目といたしましては、町内農業にお

ける畜産農家の事情を熟知しており、営農

指導と一体的に大規模草地施設の活用を最

大限に発揮できることでございます。 

 三点目といたしましては、牧場業務を熟

知し、運営する物的能力、人的能力を有

し、管理を適切に行う能力を有する職員等

を確保できることとしております。 

 四点目といたしましては、資材購入、草

地改良など総合的な運営能力を有している

こと。 

 五点目といたしましては、公共的団体で

あります足寄町農業協同組合は、従前よ

り、指定管理者として大規模草地育成牧場

の管理運営に高い実績を有しており、指定

管理者制度の継続について積極的に取り組

む姿勢であること。 

 以上の点から、今後も同様の施設運営が

期待できるものでございます。 

 なお、指定管理者選考委員会は、足寄町

副町長を委員長といたしました６名の選定

委員をもちまして行っております。 

 １回目は、令和６年１２月６日に開催を

いたしまして、募集基準等の審査を行い、

２月５日の２回目の選考委員会で選定基準

に照らし、総合的に審査した結果、足寄町

農業協同組合を指定管理者の候補として選

定しております。 

 次に、資料として添付しております指定

管理者基本協定書案の概要について御説明

申し上げます。 

 議案書５３ページをお開きください。 

 第１章の総則におきましては、本協定の

目的、指定管理者の指定の意義、指定期間

などを規定しております。 

 続いて５４ページでは、本業務の範囲と

実施条件を記載しております。 

 ５５ページ、第３章では、本業務の実施

等について記載をしております。 

 ５６ページ、第４章につきましては、備

品等の扱い、第５章では事業計画等につい

て記載をしてございます。 

 ５７ページ、第６章では、指定管理料及

び利用料金等を規定し、５８ページにおき

ましては、第７章以降において、その他、

協定に必要な項目について規定しておりま

す。 

 ６４ページから６６ページにかけまして

は、管理物件について記載をさせていただ

いております。 

 ６７ページ、６８ページにおきまして、

仕様書を添付させていただいております。 

 以上で、提案理由の説明とさせていただ

きますので、御審議のほどよろしくお願い
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をいたします。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって提案

理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 ４番。 

○４番（矢野利惠子君） これの５７ペー

ジ、第６章、指定管理料及び利用料金につ

いて、第２２条で、甲は町ですよね、本業

務実施の対価として、乙に対して指定管理

料を支払うことができるとなっているので

すけれども、町の指定管理は全部で七つ。

七つのうち、指定管理で、町で指定管理料

を出しているのに対して、これに対して

は、農協から逆にもらっていると。それは

おかしいのではないかなと。 

 昔、新津組合長が、足寄町は農家２７０

戸あるという挨拶をしていた。今、もう５

０件以上減ってしまって、二百十何件と聞

いている。それだけ大変な農業情勢の中

で、農協からお金取っていいのか、せめて

お金を取らないという形にして、農家、資

材買ったり、肥料や飼料を買ったりすると

きに、そのお金を上乗せして、農家に負担

がかからないようにという形を持っていっ

てもらいたいなと。これに対しては、今回

はお金幾らということは出ていないので、

この条例に反対する、この約束に反対する

ということにはならないのですけれども、

やはり今後の在り方として、たった１件、

お金をもらうということをやめていっても

らいたいという気持ちですけれども、それ

についての対応はどのようになっていくで

しょう。 

○議長（髙橋秀樹君） 佐々木経済課長、

答弁。 

○経済課長（佐々木康仁君） ただいまの

指定管理料のお話でございますけれども、

農協に指定管理をしていただいた平成１８

年のときの農協との協議の中でも、指定管

理料は農協としてはいただかないというよ

うなお話で決定をしております。 

 理由といたしましては、大規模草地育成

牧場の管理運営で十分経費を賄えるという

ことでございましたので、この間ずっとそ

のような形で進めさせていただいておりま

す。 

 こちらからお金を取っているというのは

表現としては非常に違うのかなと思ってい

ますが、現在につきましては、農協との協

議に基づいて、この間整備をいたしました

牛舎、堆肥舎等の負担について、１０年間

にわたって分割して払うということを議会

の皆さんにも御理解をいただいて、それは

農協支援の一環として議会の皆さんの御理

解をいただいて、毎年１,８７０万円の経費

を農協のほうから施設費負担金としていた

だいているということになります。 

 これは整備をした部分について、農協の

ほうからの申し出もあって、そのような形

をさせていただいたということになってお

りますので、その部分と指定管理料の部分

については、ちょっと違うお話かなと思っ

ております。 

○４番（矢野利惠子君） すみません、言

い方を間違えました。指定管理料ではなく

て、牛舎と堆肥舎を修理したときのやつを

１０年間にわたって払うということになっ

ている。でも、ほかの以下六つの指定管理

のところはどうですか、そんなことしてい

ますか。こちらから修理費を出しているは

ずです。 

 例えば、２０万円以下だったら、その管

理料の中でやる。２０万円以上の修理費が

かかるような場合は、町で負担する。その

ような協定が出されているはずです。 

 ところがここだけは、２０万円以上どこ

ろか、もっとあるのに修理費を取ってい

る。そこが問題だと私は言っているのです

けれども、それについて、ほかのすべての

指定管理と同じように、修理費も町で持つ

ということになっていかないのか、それを

お聞きしたい。 

○議長（髙橋秀樹君） 経済課長、答弁。 
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○経済課長（佐々木康仁君） ただいまの

御質問ですけれども、これは道営事業を導

入して、大規模草地育成牧場の整備を行っ

ております。多額の経費がかかるものです

から、その中でどうしても受益者負担金と

いうのがかかります。その受益者負担金分

につきましては、農協のほうでお支払いを

いただくということが、この間お話がされ

ておりましたので、それに基づいてかかっ

た経費を本来であれば、単年度で受益者負

担金なので払わなければならないのですけ

れども、農協からの申出を足寄町としては

受けまして、それを１０年払いで無利息で

支払っていただくというようなことになっ

ておりますので、それと一緒にはちょっと

ならないと考えております。 

 これにつきましては、農協との協議に基

づいて行っておりますので、御理解をいた

だきたいと思います。 

○議長（髙橋秀樹君） ４番。 

○４番（矢野利惠子君） それは、やはり

理解できないですね。 

 例えば、去年あたりだったら化石博物館

の屋根の修理に１,０００万円、これをちゃ

んと出している。農協だとすごく金額が多

いけれども、農家は今大変な時期だと思

う、もう５０件以上農家が減っているのだ

から。飼料も肥料も上がるから、これから

はやっていけないから、うちは辞めたんだ

という肉牛業者の人もいた。こんな大きな

牧場だったのに、それを辞めてしまった。

それを考えたら、受益者負担という、そう

いう屁理屈のような、ほかのところだって

受益者負担だろうということになっていく

ので、農家、基幹産業である農家を保護す

るためにも、ぜひ考え方を改めていっても

らいたいと考えます。それについて。 

○議長（髙橋秀樹君） 佐々木経済課長、

答弁。 

○経済課長（佐々木康仁君） この負担分

の経費を支払っていただいているというの

は、先ほども申しましたけども議会の皆さ

んにも御理解をいただいて行っているもの

でございます。これと農家支援というのは

別物だというふうに考えております。です

から、それはそれ。農家支援については、

やはり農協と協議をしながら、どのような

形がいいのか協議をしながら町としても考

えていくべきではないかと考えてございま

す。 

○議長（髙橋秀樹君） ４番。 

○４番（矢野利惠子君） 幾ら言ってもら

ちが明かないというか、これも農家支援の

一つになると思う。たった一つ、ここだけ

からお金をもらっていると、そこが問題な

のではないかなって。こっちからお金を出

すとまではまだ言ってないけれども、少な

くともお金を取るということにはならない

と考えますので、でも、幾ら言ってもその

考えは変わらないということで、議会とも

話し合って、そういうふうに決めてきたか

らいいんだと言われてしまったら、私もそ

のときは議会にいなかったので、でも今後

はこの収入の部分で、農協から１,８７０万

円をもらうということが３月定例で出てく

るかもしれませんけれども、予告として私

それには反対したいと思います。 

 幾ら言ってもらちが明かないので、以上

です。 

○議長（髙橋秀樹君） 他に質疑はござい

ませんか。 

 １２番。 

○１２番（二川靖君） 今のこととちょっ

と関係あるのかなと思っていますけれど

も、実は年間１０年間で１,８７０万を農協

のほうからというのは、これ理解できま

す。 

 それで、何を言いたいかと言えば、今回

５年間のまた指定管理ということで、施設

の老朽化というのが多分進んでいくのかな

と思っています。そういったときに、農協

とまた協議をするということになっていく

のかなと思っていますけれども、その１０

年間の、１年間で言えば１,８７０万がまた
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ふくれ上がっていくということも、最終的

にこの５年間の中で考えられるのかな、プ

ラスになっていくのかなということも

ちょっと考えられますので、そういったこ

とも含めて、今のどういった施設が老朽化

していっているのかという部分的なことが

分かれば、少し教えていただきたいと思い

ます。 

○議長（髙橋秀樹君） 経済課長、答弁。 

○経済課長（佐々木康仁君） お答えをい

たします。 

 二川議員がおっしゃるとおり、施設の老

朽化は進んでおります。大規模草地が運営

されてから、もう５０年という月日がたっ

ております。その間、先ほども申しました

けども、道営事業等を導入して、何度か改

修を含めてさせていただいております。 

 近々で言えば、平成２５年、先ほどもあ

りましたけども、草地整備だとか、畜舎、

堆肥舎、水道施設等の整備も行わせていた

だいて、令和２年度に完了して、この部分

とそれ以前の負担の部分も含めて、先ほど

からお話ししている負担金をいただいてい

ると。二川議員が御心配をされているとお

り、まださらにこの５年の間に老朽化する

という、あるいは改良していかないと、や

はり良い牛を返すことはできないというよ

うなことにもなりますので、整備について

は今も協議をしておるところでございま

す。 

 農協からの要望も聞いておりますし、た

だ先ほども言いましたけれども、町単独で

この事業をやるというのはとても無理です

ので、道営の事業を導入させていただいて

整備をするということになります。 

 ただ、二川議員がおっしゃったとおり、

そうするとまた受益者負担の部分で費用が

かさむのではないかというお話です。まさ

にそういうことになろうかと思いますの

で、それであれば実際にどれくらいかかる

のか、仮にそれをまた農協のほうが支出し

て支払っていけるのかどうなのかも含めて

可能性を探っていかなければならないだろ

うと思っております。 

 今、具体的な検討にちょっと入ったとこ

ろでございますので、これから双方協議を

しながら、どういう形がいいのか検討して

いきたいと考えております。 

○議長（髙橋秀樹君） １２番。 

○１２番（二川靖君） 了解いたしまし

た。 

 それでもう一つ聞きたいのは、昔ちょっ

と聞いたことがあるのですけれども、今、

矢野議員が言ったように、多分、言われた

のですけれども、町内の牛でない牛も多分

入ってきているのかなと思っています。そ

れで、矢野議員が言われるようなことで、

町が全部支出してしまえば、ほかから来て

いるところのお牛さんがちょっともうけ

ちゃうのかなって、逆にね、そういったこ

とも考えられるのかなと思っていますの

で、その割合というのは、私もちょっと押

さえていませんけれども、町外からそう

いった牛も来ているということも聞いてい

ますので、そこら辺の飼育料というのか

な、その辺ちょっと違うのか違わないの

か、それだけちょっとお聞かせ願いたいと

思います。 

○議長（髙橋秀樹君） 経済課長、答弁。 

○経済課長（佐々木康仁君） ただいまの

御質問でございますけれども、基本的に

は、町内の牛を大規模草地育成牧場で育て

るというのが原則でございますけれども、

牛舎に余裕があったり、町内の牛が規定の

量より入ってこない場合につきましては、

道外からも受け入れをしているところでご

ざいます。 

 今までの利用料金につきましては同一と

いうこと、あくまでも町内の牛を受け入れ

るという形でやっておりましたので、同一

の利用料金ということで取らせていただい

ておりましたが、ただいま二川議員からも

ありましたとおり、今後また施設の整備を

するだとか、あるいは、そういうことも含
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めて考えていくと、道外のあるいは町外の

牛馬については別料金というか、若干上乗

せをした料金体系だとかというのも考えて

いかなければならないのではないかと考え

ております。 

○議長（髙橋秀樹君） １２番。 

○１２番（二川靖君） 分かりました。そ

ういったことで努力も必要なのかなと思っ

ていますので、今後以降、協議をしながら

お互い努力をしていくということでよろし

くお願いいたします。 

○議長（髙橋秀樹君） ９番。 

○９番（川上修一君）  課長、申し訳な

い。今、１２番議員の町内と町外の牛の委

託使用料というのですか、それ同一と言っ

たけど違っていますよ。町外は高いはず、

自分のこれを見たら。違うかな。ちょっと

確認いただけないかな。自分の記憶では、

地区懇談会なんかで数字を見たときに町外

は高く差がついていたと記憶するのですけ

れども、ちょっと確認していただけないか

な。自分が間違ったらごめんなさい。 

○議長（髙橋秀樹君） 佐々木経済課長、

答弁。 

○経済課長（佐々木康仁君） 訂正をいた

します。 

 基本的には、例えば馬でいきますと、明

け２歳以上だとすると３１３円、町内が１

日３１３円、馬だと３２４円、１０円違い

ます、申し訳ありませんでした。そのよう

に若干の違いはあります。 

 例えば、同じく乳用牛につきましては、

町内牛馬につきましては乳用牛６か月以上

だと２６４円、道内だと３１３円、道外だ

と３２４円ということで、１０円ずつぐら

いちょっと変わっておりました。すみませ

ん。訂正いたします。 

○議長（髙橋秀樹君） 他に質疑はござい

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第４号足寄町公の施設に

係る指定管理者の指定についての件を採決

します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第４号足寄町公の施設

に係る指定管理者の指定についての件は、

原案のとおり可決されました。 

 

◎ 議案第５号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第７ 議案第

５号足寄町公の施設に係る指定管理者の指

定についての件を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 教育次長 丸山一人君。 

○教育次長（丸山一人君） ただいま議題

となりました、議案第５号足寄町公の施設

に係る指定管理者の指定について、提案理

由の御説明を申し上げます。 

 議案書の６９ページをお開きください。 

 足寄町公の施設に係る指定管理者の指定

手続等に関する条例第７条第１項の規定に

基づき、次のとおり指定管理者を指定する

ため、地方自治法第２４４条の２第６項の

規定により議会の議決を求めるものでござ

います。 

 １、公の施設の名称。足寄動物化石博物

館でございます。 

 ２、指定管理者となる団体の名称。住

所、足寄町西町７丁目４番地１００。団体

名、特定非営利活動法人あしょろの化石と

自然。代表者、理事長 髙橋一二氏でござ
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います。 

 ３、指定期間、令和７年４月１日から令

和１２年３月３１日まででございます。 

 指定管理者の選定理由について申し上げ

ます。 

 １点目として、特定非営利活動法人あ

しょろの化石と自然は、足寄動物化石博物

館による研究・普及活動を基盤とし、地域

住民による自主的かつ主体的な化石・自然

の活用を促進する活動等を行うことを目的

に、町民主体に結成された非営利活動団体

であり、これまでの実績からも利用者の平

等利用の確保及び化石発掘体験やミニ発掘

体験などの体験型プログラムの充実等によ

り、サービスの向上が図られております。 

 ２点目として、足寄動物化石群の研究を

はじめとする博物館に必要な知識を有して

いる唯一の団体であり、足寄動物化石博物

館の効用を最大限発揮できます。 

 ３点目として、博物館運営を熟知し、物

的能力、人的能力を有し、足寄動物化石群

の研究及び博物館活動を行う人材を確保し

ております。 

 ４点目として、特定非営利活動法人あ

しょろの化石と自然は、第１期から第３期

の１５年にわたり、指定管理者として博物

館に係る管理運営に高い実績を有してお

り、指定管理者制度の継続について積極的

に取り組む姿勢があることから、これから

も同様の施設運営が期待できるところでご

ざいます。 

 なお、指定管理者選定委員会は、足寄町

副町長を委員長とした６名の選定委員の出

席をもって、令和７年１月１５日に第１回

を開催し、募集基準の審査を行い、令和７

年２月５日に第２回目を開催し、選定基準

に照らし、総合的に審査した結果、特定非

営利活動法人あしょろ化石と自然が指定管

理者の候補として選定されたところでござ

います。 

 次に、資料として添付しております基本

協定書案について御説明申し上げます。７

５ページをお開きください。 

 第１章の総則では、本協定の目的、指定

管理者の指定の意義、指定期間などを規定

しております。 

 ７６ページ、第２章では業務の範囲と実

施条件を、７７ページ、第３章では本業務

の実施について、７９ページ、第４章では

業務実施に係る甲の確認事項について、８

０ページ、第５章では指定管理料及び利用

料等について、第６章では損害賠償及び不

可抗力について、８１ページ、第７章では

指定管理期間の満了について、８２ペー

ジ、第８章では指定管理期間満了以前の管

理の指定の取り消しについて、８３ページ

以降におきましては、その他、協定に必要

な項目について規定しております。 

 ８７ページからは、管理物件、リスク分

担表、仕様書、個人情報取扱特記事項を規

定しまして、最後に標本登録リストを添付

させていただいております。 

 以上で、提案理由の説明とさせていただ

きますので、よろしく御審議のほどお願い

申し上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第５号足寄町公の施設に

係る指定管理者の指定についての件を採決

します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛
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成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第５号足寄町公の施設

に係る指定管理者の指定についての件は、

原案のとおり可決されました。 

 ここで１１時１０分まで休憩といたしま

す。 

午前１０時５４分 休憩 

午前１１時１０分 再開 

 

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議

を再開いたします。 

 

◎ 議案第６号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第８ 議案第

６号令和６年度足寄町一般会計補正予算

（第１５号）の件を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 総務課長 保多紀江君。 

○総務課長（保多紀江君） ただいま議題

となりました、議案第６号令和６年度足寄

町一般会計補正予算（第１５号）につきま

して、提案理由を御説明申し上げます。 

 補正予算書の１ページをお願いいたしま

す。 

 議案第６号令和６年度足寄町一般会計補

正予算（第１５号）について御説明申し上

げます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１,００１万９,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０６億

９,１７１万５,０００円とするものでござ

います。 

 歳出から御説明申し上げます。 

 １６ページをお願いいたします。 

 第３款民生費、第２項老人福祉費、第４

目介護サービス事業助成費、第２７節繰出

金におきまして、介護サービス事業特別会

計繰出金といたしまして、合わせて２,９２

１万５,０００円を減額いたしました。 

 第３項児童福祉費、第１目児童福祉総務

費、第１２節委託料におきまして、健康管

理システム改修業務といたしまして、２０

０万円を計上いたしました。 

 第６款農林水産業費、第１項農業費、第

３目農業振興費、第１８節負担金、補助及

び交付金におきまして、担い手確保・経営

強化支援事業補助金といたしまして８５９

万７,０００円を計上いたしました。 

 １８ページをお願いいたします。 

 第１１款災害復旧費、第１項公共土木施

設災害復旧費、第２目道路橋梁災害復旧

費、第１２節委託料におきまして、上芽登

原野支線用地確定測量業務といたしまして

４８４万円を、第１４節工事請負費におき

まして、上芽登原野支線災害復旧工事とい

たしまして、２,３７９万３,０００円を計

上いたしました。 

 次に、歳入について申し上げます。１２

ページへお戻りください。 

 第１５款国庫支出金におきまして、道路

橋梁災害復旧費国庫負担金といたしまし

て、１,８１４万１,０００円を計上いたし

ました。 

 第１６款道支出金におきまして、担い手

確保・経営強化支援事業道補助金といたし

まして、８５９万７,０００円を計上いたし

ました。 

 第１８款寄附金におきまして、教育振興

寄附金を６万円計上いたしました。 

 １４ページをお願いいたします。 

 第２２款町債におきまして、過疎対策事

業債を２,９３０万円減額し、災害復旧債と

いたしまして、道路橋梁災害復旧事業債の

単独分・補助分合わせて１,３１０万円を計

上いたしました。 

 ３ページへお戻りください。 

 第２表繰越明許費補正といたしまして、

２件の追加をお願いいたしました。 

 ４ページをお願いいたします。 

 第３表債務負担行為補正といたしまし

て、来年度以降における事業の円滑な執行
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のため、６ページまでになりますが、ソフ

トウェア使用料など５１件の追加をお願い

しておりまして、追加する事項、期間、限

度額は、表のとおりでございます。 

 ７ページをお願いいたします。 

 第４表で、地方債補正、追加１件、変更

１件をお願いいたしました。 

 以上で、議案第６号令和６年度足寄町一

般会計補正予算（第１５号）の提案理由の

説明とさせていただきますので、御審議の

ほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 歳出から始めます。１６ページから１８

ページ、歳出一括で行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 歳出総括ありませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） １２ページにお戻

りください。 

 歳入に入ります。１２ページから１４

ページ、歳入一括で行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 歳入総括ございま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） ３ページにお戻り

ください。 

第２表繰越明許費補正、追加２件、質疑

はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君）  ４ページから６

ページ、第３表債務負担行為補正、追加５

１件、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） ７ページ、第４表

地方債補正、追加１件、変更１件、質疑は

ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 全体に対する総括

ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第６号令和６年度足寄町

一般会計補正予算（第１５号）の件を採決

します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第６号令和６年度足寄

町一般会計補正予算（第１５号）の件は、

原案のとおり可決されました。 

 

◎ 議案第７号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第９ 議案第

７号令和６年度足寄町国民健康保険事業特

別会計補正予算（第４号）の件を議題とい

たします。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 住民課長 金澤眞澄君。 

○住民課長（金澤眞澄君） ２１ページを

お開き願います。 

 ただいま議題となりました、議案第７号

令和６年度足寄町国民健康保険事業特別会

計補正予算（第４号）につきまして、提案

理由の御説明を申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

４７３万２,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ８億５,７５２

万７,０００円とするものでございます。 
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 ２６ページをお開き願います。 

 今回の補正予算は、高額医療給付費及び

葬祭費の増加により、予算が不足する見込

みとなったことに伴うもので、歳入歳出予

算の内容につきまして、特に説明すべき事

項はございませんので、説明は省略させて

いただきます。 

 以上で、提案理由の説明とさせていただ

きますので、御審議のほどお願い申し上げ

ます。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって提案

理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 ２６ページをお開きください。 

 歳入歳出一括で行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君）  総括ありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第７号令和６年度足寄町

国民健康保険事業特別会計補正予算（第４

号）の件を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第７号令和６年度足寄

町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

４号）の件は、原案のとおり可決されまし

た。 

 

◎ 議案第８号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１０ 議案

第８号令和６年度足寄町簡易水道特別会計

補正予算（第３号）の件を議題といたしま

す。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 建設課長 松野孝君。 

○建設課長（松野孝君） ただいま議題と

なりました、議案第８号令和６年度足寄町

簡易水道特別会計補正予算（第３号）につ

きまして、提案理由を御説明申し上げま

す。 

 ３０ページをお願いいたします。 

 第１表の債務負担行為でございますが、

簡易水道施設維持検針等業務委託につきま

して、令和９年度まで２,６６４万１,００

０円を限度に債務負担をお願いするもので

ございます。 

 以上で、議案第８号令和６年度足寄町簡

易水道特別会計補正予算（第３号）の提案

理由の御説明とさせていただきますので、

御審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 ３０ページ、第１表債務負担行為１件、

質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 総括ありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第８号令和６年度足寄町

簡易水道特別会計補正予算（第３号）の件
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を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第８号令和６年度足寄

町簡易水道特別会計補正予算（第３号）の

件は、原案のとおり可決されました。 

 

◎ 議案第９号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１１ 議案

第９号令和６年度足寄町介護保険特別会計

補正予算（第３号）の件を議題といたしま

す。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 福祉課長 森岡彰寿君。 

○福祉課長（森岡彰寿君） 補正予算書の

３１ページをお願いいたします。 

 ただいま議題となりました、議案第９号

令和６年度足寄町介護保険特別会計補正予

算（第３号）につきまして、提案理由の御

説明を申し上げます。 

 予算書の３２ページをお開き願います。 

 第１表債務負担行為でございますが、令

和７年度開始当初から、介護保険特別会計

の事業運営に必要な業務委託１件につきま

して、債務負担行為の設定をお願いするも

のでございます。 

 以上で、提案理由の説明とさせていただ

きますので、御審議のほどよろしくお願い

申し上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 ３２ページ、第１表債務負担行為１件、

質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君）  総括ありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第９号令和６年度足寄町

介護保険特別会計補正予算（第３号）の件

を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第９号令和６年度足寄

町介護保険特別会計補正予算（第３号）の

件は、原案のとおり可決されました。 

 

◎ 議案第１０号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１２ 議案

第１０号令和６年度足寄町介護サービス事

業特別会計補正予算（第６号）の件を議題

といたします。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 福祉課長 森岡彰寿君。 

○福祉課長（森岡彰寿君） 補正予算書の

３３ページをお願いいたします。 

 ただいま議題となりました、議案第１０

号令和６年度足寄町介護サービス事業特別

会計補正予算（第６号）につきまして、提

案理由の御説明を申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ４,３８８万円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１４億４,５０７万

２,０００円とするものでございます。 

 歳出から御説明申し上げますので、４０

ページをお願い申し上げます。 

 補正予算の内容ですが、４０ページ下段

となりますが、介護サービス施設建設費に
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つきまして、令和６年度事業の精査等に伴

い、建設工事全体の契約金額の変更はござ

いませんが、令和６年度から令和７年度へ

の工事の一部を繰り延べしたこと等に伴

い、介護サービス施設新築工事に係る委託

料としまして２８万４,０００円を、工事請

負費といたしまして４,３５９万６,０００

円の減額補正を行うものでございます。 

 次に、歳入について申し上げます。 

 ４０ページ上段になりますが、介護サー

ビス事業費道補助金といたしまして、１,８

８６万５,０００円、一般会計からの繰入金

としまして、２,９２１万５,０００円を減

額し、介護サービス事業債としまして、４

２０万円を増額するものでございます。 

 ３５ページへお戻りください。 

 第２表債務負担行為補正といたしまし

て、令和７年度開始当初から、特別養護老

人ホームの事業運営に必要な施設警備業務

委託など４件に係る債務負担行為の追加、

及び歳出の説明で申し上げました、令和６

年度から令和７年度への特別養護老人ホー

ム新築工事の一部を繰り延べしたことに伴

い、介護サービス施設新築事業に係る債務

負担行為１件の変更をお願いいたしまし

た。 

 第３表地方債補正といたしまして、介護

サービス事業債１件の変更をお願いいたし

ます。 

 以上で、提案理由の説明とさせていただ

きますので、御審議のほどよろしくお願い

申し上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 ４０ページ、歳入歳出一括で行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） ３５ページにお戻

りください。 

 第２表債務負担行為補正、追加４件、変

更１件、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 第３表地方債補

正、変更１件、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 総括ありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第１０号令和６年度足寄

町介護サービス事業特別会計補正予算（第

６号）の件を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第１０号令和６年度足

寄町介護サービス事業特別会計補正予算

（第６号）の件は、原案のとおり可決され

ました。 

 

◎ 議案第１１号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１３ 議案

第１１号令和６年度足寄町資源ごみ処理等

事業特別会計補正予算（第４号）の件を議

題といたします。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 住民課長 金澤眞澄君。 

○住民課長（金澤眞澄君） ４３ページを

お開き願います。 

 ただいま議題となりました、議案第１１

号足寄町資源ごみ処理等事業特別会計補正

予算（第４号）につきまして、提案理由の

御説明を申し上げます。 
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 ４４ページをお開き願います。 

 第１表債務負担行為でございますが、資

源ごみ処理等事業運営に必要な銀河クリー

ンセンターの電気工作物保安管理業務等に

つきまして、これまで３年間の長期継続契

約としていたところですが、本年３月末で

契約期間の満了を迎えるため、改めて令和

７年度から令和９年度までの３年間の契約

期間として契約をしたいことから、債務負

担行為の設定をお願いするものでございま

す。 

 以上で、提案理由の説明とさせていただ

きますので、御審議のほどお願い申し上げ

ます。 

○議長（髙橋秀樹君） ここで暫時休憩を

いたします。 

 

午前１１時３４分 休憩 

午前１１時３５分 再開 

 

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議

を再開いたします。 

 これをもって、提案理由の説明を終わり

ます。 

 これから質疑を行います。 

 ４４ページ、第１表債務負担行為１件、

質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君）  総括ありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第１１号令和６年度足寄

町資源ごみ処理等事業特別会計補正予算

（第４号）の件を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第１１号令和６年度足

寄町資源ごみ処理等事業特別会計補正予算

（第４号）の件は、原案のとおり可決され

ました。 

 

◎ 議案第１２号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１４ 議案

第１２号令和６年度足寄町上水道事業会計

補正予算（第２号）の件を議題といたしま

す。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 建設課長 松野孝君。 

○建設課長（松野孝君） ただいま議題と

なりました、議案第１２号令和６年度足寄

町上水道事業会計補正予算（第２号）につ

きまして、提案理由を御説明申し上げま

す。 

 ４５ページをお願いいたします。 

 債務負担行為の補正でございますが、上

水道施設維持検針等業務委託につきまし

て、令和９年度まで、２,６８８万４,００

０円を限度に債務負担の追加をお願いする

ものでございます。 

 以上で、議案第１２号令和６年度足寄町

上水道事業会計補正予算（第２号）の提案

理由の御説明とさせていただきますので、

御審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 第２条、予算第５条に定めた債務負担行

為の補正、追加１件、質疑はございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 総括ありません
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か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第１２号令和６年度足寄

町上水道事業会計補正予算（第２号）の件

を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第１２号令和６年度足

寄町上水道事業会計補正予算（第２号）の

件は、原案のとおり可決されました。 

 

◎ 議案第１３号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１５ 議案

第１３号令和６年度足寄町下水道事業会計

補正予算（第４号）の件を議題といたしま

す。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 建設課長 松野孝君。 

〇建設課長（松野孝君） ただいま議題と

なりました、議案第１３号令和６年度足寄

町下水道事業会計補正予算（第４号）につ

きまして、提案理由を御説明申し上げま

す。 

 ４７ページをお願いいたします。 

 債務負担行為の補正でございますが、下

水終末処理場維持管理業務委託につきまし

て、令和９年度まで１億６,３１７万４,０

００円を限度に、下水終末処理場の電気工

作物保安管理業務委託につきまして、令和

７年度まで２６万３,０００円を限度に、債

務負担の追加をお願いするものでございま

す。 

 以上で、議案第１３号令和６年度足寄町

下水道事業会計補正予算（第４号）の提案

理由の御説明とさせていただきますので、

御審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 第２条、予算第５条に定めた債務負担行

為の補正、追加２件、質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 総括ありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第１３号令和６年度足寄

町下水道事業会計補正予算（第４号）の件

を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第１３号令和６年度足

寄町下水道事業会計補正予算（第４号）の

件は、原案のとおり可決されました。 

 

◎ 議案第１４号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１６ 議案

第１４号令和６年度足寄町国民健康保険病

院事業会計補正予算（第３号）の件を議題

といたします。 
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 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 病院事務長 川島英明君。 

○病院事務長（川島英明君） ただいま議

題となりました、議案第１４号令和６年度

足寄町国民健康保険病院事業会計補正予算

（第３号）について、提案理由を御説明申

し上げます。 

 ４９ページをお開きください。 

 第２条関係でございますが、予算第１１

条の次に第１２条として債務負担行為を加

え、令和７年４月１日から業務開始を必要

とする夜間警備等業務委託など５件の債務

負担行為の設定をお願いいたしておりま

す。 

 以上のとおり、提案申し上げますので、

御審議賜りますよう、よろしくお願いいた

します。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 第２条、債務負担行為第１２条の追加５

件。 

 質疑はありませんか。 

 １０番。 

○１０番（進藤晴子君） 質問させていた

だきます。 

 限度額がいろいろ書いてあるのですけれ

ども、どうも委託料が上がっているのかど

うかというところが、ちょっと気になると

ころなので、各それぞれが、人件費等が民

間の私たち足寄町内の人たちの人件費、給

料が上がっているのかどうかというところ

が、ちょっと知りたいところなので、委託

料が上がっているかどうか、もしお分かり

になれば、金額、大体で結構でございま

す。大体で。 

○議長（髙橋秀樹君） 川島病院事務長。 

○病院事務長（川島英明君） お答えさせ

ていただきます。 

 今、議員おっしゃったとおり、人件費部

分、高騰しておりまして、その部分が主に

上がった要因になっております。 

 ちなみに、例えば夜間警備等業務委託で

すと、昨年度が債務負担行為７８４万２,０

００円。管理等清掃業務委託については、

２２８万９,０００円。医療請求事務等委託

業務は、２,３８５万６,０００円というこ

とで、この差額分が上昇、主に賃金のアッ

プ分ということで捉えていただければと思

います。 

 以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） 他に質疑はござい

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 総括ありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第１４号令和６年度足寄

町国民健康保険病院事業会計補正予算（第

３号）の件を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第１４号令和６年度足

寄町国民健康保険病院事業会計補正予算

（第３号）の件は、原案のとおり可決され

ました。 

 

◎ 閉会宣告 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって、本

臨時会に付議されました案件の審議は全部

終了いたしました。 

 これで本日の会議を閉じます。 

 令和７年第２回足寄町議会臨時会を閉会
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します。 

午前１１時４７分 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


